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出 産 育 児 一 時 金 等 の 取 り 扱 い （ 追 加 事 務 連 絡 ） に つ い て 

 

 時下ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。 

 さて、出産育児一時金等の取り扱いについてはご案内文書（平成２１年９月  

２９日付 出版健保２１給発第８６３号）を差上げたところでございますが、  

厚生労働省より緊急通知「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度実施

に当たっての当面の取り扱いについて」が発せられ、出産育児一時金等の直接  

支払制度導入により、直ちに対応困難な医療機関等に対する猶予措置が示され 

ましたので、取急ぎお知らせいたします。 

 

記 

 

 出産育児一時金等の直接支払制度導入に伴い、当面の準備が整わず、直ちに  

直接支払制度に対応困難な医療機関等については、次に掲げる措置を講じること

を条件に、例外的に今年度に限り（平成２２年３月３１日まで）直接支払制度の

適用を猶予することとなりました。 

（１）直接支払制度に対応していない旨を、速やかに窓口に掲示すること。 

（２）（１）の措置を講じた上で、直接支払制度を希望する妊婦等に対し、直接

支払制度に対応していない旨を説明し、書面により合意を得ること（直接  



支払制度を利用しない旨の合意文書）。 

（３）出産費用をあらかじめ用意できない等により、あくまで直接支払制度を  

希望する妊婦等については、これに応じるよう努めること。また、困難な  

場合には、医療保険者等による出産費用の貸付制度の利用等の説明を行い、

妊婦等の経済的負担が軽減されるよう配慮すること。 

 

上記の対応困難な医療機関等で出産する場合 

（１）直接支払制度の利用に応じてもらった場合 

 別添参考文書「出産育児一時金等の取り扱いについて（平成２１年９月  

２９日付 出版健保２１給発第８６３号）の３．（２）および４．①直接   

支払制度を利用する場合の取り扱いとなります。 

（２）直接支払制度を利用しない合意をした場合 

 別添参考文書「出産育児一時金等の取り扱いについて（平成２１年９月  

２９日付 出版健保２１給発第８６３号）」の３．（３）および４．②直接

支払制度を利用しない場合の取り扱いとなります。 

 なお、出産費用の貸付を希望する場合は、下記までご連絡ください。 

 

 

問い合わせ 

  業務部給付課   電話 ０３－３２９２－５００６ 

  大 阪 支 部   電話 ０６－６９４４－４３００ 










